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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高度なＲＦ及び温度の均一性を備えた静電チャック（ＥＳＣ）であって、
　上部誘電体層と、
　上部誘電体層の下方に配置された上部金属部と、
　複数の画素化された抵抗ヒータの上方に配置され、上部金属部によって部分的に囲まれ
た第２誘電体層と、
　第２誘電体層の下方に配置された第３誘電体層であって、第３誘電体層と第２誘電体層
の間には境界線を有する第３誘電体層と、
　第３誘電体層内に配置された複数のビアと、
　複数のビアの下方に配置され、複数のビアに結合されたバスバー配電層であって、複数
のビアは、複数の画素化された抵抗ヒータをバスバー配電層に電気的に結合するバスバー
配電層と、
　バスバー配電層の下方に配置された第４誘電体層であって、第４誘電体層と第３誘電体
層の間には境界線を有する第４誘電体層と、
　第４誘電体層の下方に配置され、内部に収容された複数の高出力ヒータ要素を含む金属
ベースを含む静電チャック。
【請求項２】
　上部誘電体層は、内部に配置された複数の表面チャネルを含む請求項１記載のＥＳＣ。
【請求項３】
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　上部誘電体層の表面チャネルは、ＥＳＣ用の冷却チャネルを提供する請求項２記載のＥ
ＳＣ。
 
【請求項４】
　上部誘電体層は、ウェハ又は基板を上で支持するように構成される請求項１記載のＥＳ
Ｃ。
【請求項５】
　上部誘電体層は、溶射誘電体材料を含む請求項１記載のＥＳＣ。
【請求項６】
　上部誘電体層の上に配置された固体セラミックスプレートを含む請求項１記載のＥＳＣ
。
【請求項７】
　固体セラミックスプレートは、ウェハ又は基板を上で支持するように構成される請求項
６記載のＥＳＣ。
【請求項８】
　上部金属部は高周波（ＲＦ波）用のガイドを提供する請求項１記載のＥＳＣ。
【請求項９】
　金属ベースの下方に配置され、金属ベースに溶接された下部プレートを含む請求項１記
載のＥＳＣ。
【請求項１０】
　静電チャック（ＥＳＣ）を製造する方法であって、
　金属ベース内のハウジング内に高出力ヒータ要素を設置する工程と、
　高出力ヒータ要素を内部に収容するために金属ベースに下部プレートを溶接する工程と
、
　プラズマ溶射又はアーク陽極酸化によって金属ベースの上に第１誘電体層を形成する工
程と、
　第１誘電体層の上に金属層を形成し、金属層からバスバー配電層を形成する工程と、
　バスバー配電層の上と、第１誘電体層の露出部の上に、第２誘電体層を形成する工程と
、
　第２誘電体層内にビアホールを形成し、バスバー配電層を露出させる工程と、
　複数の導電性ビアを形成するためにビアホールを金属で埋める工程と、
　複数の導電性ビアの上方に配置され、複数の導電性ビアに電気的に結合された複数の画
素化された抵抗ヒータを形成する工程と、
　複数の画素化された抵抗ヒータの上に第３誘電体層を形成する工程と、
　第３誘電体層の上の、及び第３誘電体層を部分的に囲む上部金属部を形成する工程と、
　上部金属部の上に上部誘電体層を形成する工程を含む方法。
【請求項１１】
　上部誘電体層を形成する工程は、プラズマ溶射技術を使用する工程を含む請求項１０記
載の方法。
【請求項１２】
　上部誘電体層の上面内に複数の表面構造を機械加工する工程を含む請求項１０記載の方
法。
【請求項１３】
　固体セラミックスプレートを上部誘電体層に接着する工程を含む請求項１０記載の方法
。
【請求項１４】
　エッチングシステムであって、
　排気装置と、ガス入口装置と、プラズマ点火装置と、検出器に結合されたチャンバと、
プラズマ点火装置に結合されたコンピューティングデバイスと、
　静電チャック（ＥＳＣ）を含むサンプルホルダーに結合された電圧源を含み、チャンバ
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内に配置されたＥＳＣは、
　上部誘電体層と、
　上部誘電体層の下方に配置された上部金属部と、
　複数の画素化された抵抗ヒータの上方に配置され、上部金属部によって部分的に囲まれ
た第２誘電体層と、
　第２誘電体層の下方に配置された第３誘電体層であって、第３誘電体層と第２誘電体層
の間には境界線を有する第３誘電体層と、
　第３誘電体層内に配置された複数のビアと、
　複数のビアの下方に配置され、複数のビアに結合されたバスバー配電層であって、複数
のビアは、複数の画素化された抵抗ヒータをバスバー配電層に電気的に結合するバスバー
配電層と、
　バスバー配電層の下方に配置された第４誘電体層であって、第４誘電体層と第３誘電体
の間には境界線を有する第４誘電体層と、
　第４誘電体層の下方に配置され、内部に収容された複数の高出力ヒータ要素を含む金属
ベースを含むエッチングシステム。
【請求項１５】
　ＥＳＣの上部誘電体層は、内部に配置された複数の表面構造を含み、上部誘電体層の表
面構造は、ＥＳＣ用の冷却チャネルを提供する請求項１４記載のエッチングシステム。
【請求項１６】
　ＥＳＣの上部誘電体層は、ウェハ又は基板を上で支持するように構成される請求項１４
記載のエッチングシステム。
【請求項１７】
　ＥＳＣの上部誘電体層は、溶射誘電体材料を含む請求項１４記載のエッチングシステム
。
【請求項１８】
　ＥＳＣは、
　上部誘電体層の上に配置され、ウェハ又は基板を上で支持するように構成された固体セ
ラミックスプレートを含む請求項１４記載のエッチングシステム。
【請求項１９】
　ＥＳＣの上部金属部は高周波（ＲＦ波）用のガイドを提供する請求項１４記載のエッチ
ングシステム。
【請求項２０】
　ＥＳＣの金属ベースの下方に配置され、ＥＳＣの金属ベースに溶接された下部プレート
を含む請求項１４記載のエッチングシステム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１２年４月２４日に出願された米国仮出願第６１／６３７，５００号及
び２０１３年３月８日に出願された米国仮出願第６１／７７５，３７２号の利益を主張し
、その全内容は参照により本明細書に組み込まれる。
【背景】
【０００２】
１）分野
　本発明の実施形態は、半導体処理装置の分野に関し、特に、高度なＲＦ及び温度の均一
性を備えた静電チャック、及びそのような静電チャックを製造する方法に関する。
【０００３】
２）関連技術の説明
　プラズマ処理チャンバ（例えば、プラズマエッチング又はプラズマ蒸着チャンバ）内で
は、チャンバコンポーネントの温度は、しばしばプロセスの間に制御すべき重要なパラメ
ータである。例えば、一般に、チャック又は台座と呼ばれる基板ホルダーの温度は、（例
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えば、エッチングレートを制御するために）プロセスレシピの間、様々な制御された温度
にワークピースを加熱／冷却するように制御することができる。同様に、シャワーヘッド
／上部電極、チャンバライナー、バッフル、プロセスキット又は他のコンポーネントの温
度もまた、処理に影響を与えるようにプロセスレシピの間、制御することができる。従来
は、ヒートシンク及び／又はヒートソースが処理チャンバに結合され、これによってチャ
ンバコンポーネントの温度を所望の温度に維持する。しばしば、チャンバコンポーネント
に熱的に結合された少なくとも１つの熱伝導流体ループが用いられ、これによって加熱及
び／又は冷却力を提供する。
【０００４】
　熱伝導流体ループ内の長いライン長さ、及びそのような長いライン長さと関連した大き
な熱伝導流体の体積は、温度制御の応答時間に弊害をもたらす。使用場所に基づくシステ
ムは、流体ループの長さ／体積を減らす１つの手段である。しかしながら、物理的な空間
の制約は、そのような使用場所に基づくシステムの電源負荷を不利に制限する。
【０００５】
　ＲＦ電力レベルが増加し続け、ワークピース径も増加し続ける（現在典型的には３００
ｍｍだが現在４５０ｍｍシステムが開発中である）プラズマ処理の傾向によって、高速応
答時間及び高い電源負荷の両方に対処する温度及び／又はＲＦ制御及び分配は、プラズマ
処理領域において有利である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の一実施形態に係る、ウェハ又は基板を支持するように構成された静電チ
ャック（ＥＳＣ）の一部の断面図を示す。
【図２】本発明の別の一実施形態に係る、ウェハ又は基板を支持するように構成された様
々な静電チャックの部分の断面図を示す。
【図３】本発明の別の一実施形態に係る、ウェハ又は基板を支持するように構成された静
電チャックの一部の断面図を示す。
【図４】本発明の別の一実施形態に係る、ウェハ又は基板を支持するように構成された静
電チャックの一部の断面図を示す。
【図５Ａ】本発明の別の一実施形態に係る、ウェハ又は基板を支持するように構成された
静電チャックの一部の断面図を、プラズマ溶射配置を強調して示す。
【図５Ｂ】本発明の別の一実施形態に係る、ウェハ又は基板を支持するように構成された
静電チャックの一部の断面図を、固体（中実）セラミックス上部配置を強調して示す。
【図６】本発明の様々な実施形態に係る、静電チャック（ＥＳＣ）用抵抗補助ヒータの１
２×１３構成を含む電気ブロック図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る、高度なＲＦ及び温度の均一性を備えた静電チャック
を内部に収容可能なシステムを示す。
【図８】本発明の一実施形態に係る、典型的なコンピュータシステムのブロック図を示す
。
【詳細な説明】
【０００７】
　高度なＲＦ及び温度の均一性を備えた静電チャックとそのような静電チャックを製造す
る方法が記述される。以下の説明では、本発明の実施形態の完全な理解を提供するために
、多数の特定の詳細（例えば、特定のチャック材料レジーム）が述べられる。本発明の実
施形態がこれらの特定の詳細なしで実施可能であることは、当業者にとって明らかである
。他の例では、既知の態様（例えば、チャックによって支持されるウェハの存在するエッ
チング処理）は、本発明の実施形態を必要以上に曖昧にしないために詳細には説明されな
い。更に、図示される様々な実施形態は、例示的表現であって、必ずしも比例して描かれ
てはいないことを理解すべきである。
【０００８】
　本明細書に記載される１以上の実施形態は、高度なＲＦ及び温度の均一性を備えた静電
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チャック又は高度なＲＦ及び温度の均一性を備えた静電チャックを含むシステムに関する
。
【０００９】
　背景を説明すると、エッチング処理の間に温度制御を提供するために、静電的なチャッ
キングによるウェハのクランプが用いられてきた。ウェハは、アプリケーションによって
、セラミックスに、又はヒートシンク又はヒータ（又は両方）を備えた多層表面に固定さ
れる。内在する不均一性及び補助的なハードウェア（例えば、リフターピン、ＲＦ／ＤＣ
電極など）のために、セラミックス表面の温度は、均一ではない。この不均一性は、ウェ
ハに転移し、エッチングプロセスに影響を及ぼす。従来のチャックの設計は、クーラント
のレイアウトの最適化と複数（最大４ゾーン）のヒータの導入に集中してきた。そのよう
なチャックの設計は、補助的なハードウェア（例えば、リフターピン、ＲＦ／ＤＣ電極な
ど）に関連する、又はそれに起因する問題を解決するためには役立たなかった。
【００１０】
　一実施形態では、従来のアプローチによって上記の問題に対処するために、徹底的な温
度均一性を備えた次世代の（４ゾーンを超える）エッチングチャンバのＥＳＣが記述され
る。一実施形態では、以下に詳細に説明されるように、本明細書に記載されるチャックは
、Ａｌ２Ｏ３ベースの１２インチのパック、最高１３０℃の温度能力、プラズマによる摂
氏６５／６５／４５度での温度均一性０．５℃以下のうちの１以上を含む熱的要件を達成
することができる。本明細書に記載される実施形態は、動的な温度制御を備えた次世代エ
ッチングチャンバＥＳＣを指向することができる。
【００１１】
　図１～５Ａ及び５Ｂは、本発明の様々な実施形態に係る、静電（ＥＳＣ）構造又はその
部分を示す。
【００１２】
　図１を参照すると、ＥＳＣ１００は、ウェハ又は基板１０２を支持するように構成され
る。ＥＳＣのフレームワーク１０４は、例えば、アルミニウムから構成することができる
。プラズマ溶射コーティング層１０６（例えば、セラミックス層）が、フレームワーク１
０４の様々な表面上に含まれる。メインヒータ１０８が、補助ヒータ１１０と共に含まれ
る。
【００１３】
　図２を参照すると、断面図から示されるように、ＥＳＣ部２００は、ウェハ又は基板２
０２を支持するように構成される。ウェハ又は基板２０２を載置することができるセラミ
ックス層２０４が、複数の抵抗ヒータ要素２０６上に配置され、例えば、接着層２０８に
よって適所に保持される。金属ベース２１０は、複数の抵抗ヒータ要素２０６を支持し、
ＲＦを通電することができる。図２に示されるように、オプションのチャック電極２１２
もまた含むことができる。
【００１４】
　再び図２を参照すると、断面図から示されるように、固体セラミックスプレート２２１
を有するＥＳＣの部分２２０が、ＥＳＣ内のＲＦ経路２２２及び２２４を示すために提供
される。図２の断面図からまた示されるように、ＲＦ経路２４２が、（２４０Ａとして示
されるように構成することもできる）ＥＳＣの部分２４０Ｂ内に更に示される。いくつか
の実施形態では、図示されたＥＳＣの部分２２０、２４０Ａ及び２４０Ｂは、固体セラミ
ックスプレートのみの構成（図示）と共に構成することができる、又は図５Ｂに関連して
以下に詳細に説明されるように、固体セラミックスプレートが上部に固着されたプラズマ
溶射コーティング層を含むことができることを理解すべきである。
【００１５】
　図３を参照すると、ＥＳＣ３００は、断面図から示されるように、ウェハ又は基板３０
２を支持するように構成される。誘電体層３０４（例えば、プラズマ溶射誘電体層）は、
ウェハ又は基板３０２を載置できるサポートを提供する。開いた領域３０６は、冷却チャ
ネル（例えば、裏面ヘリウム（Ｈｅ）冷却用）を提供する。誘電体層３０４は、上部金属
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部３０８（例えば、ＲＦ波用のガイドを提供可能）の上方に配置される。誘電体層３１０
（例えば、プラズマ溶射又はアーク酸化層）が、複数の画素化された抵抗ヒータ３１２の
上方に配置され、上部金属部３０８によって部分的に囲まれる。更なる誘電体層３１４が
、誘電体層３１０の下方に配置され、誘電体層３１４と誘電体層３１０の間には境界線３
１６が存在する。ビア３１８が、複数の画素化された抵抗ヒータ３１２をバスバー配電層
３２０に結合するために含まれる。誘電体層３２２が、バスバー配電層３２０の下方に配
置され、誘電体層３１４と誘電体層３２２の間には境界線３２４が存在する。上記構成が
、金属ベース３２６の上方に配置される。金属ベース３２６は、高出力ヒータ要素又はブ
ースター３２８を収容する。図３に示されるように、溶接された下部プレート３３０もま
た含むことができる。
【００１６】
　本発明の一実施形態によると、静電チャック（ＥＳＣ）は、１以上（最高８つ）のメイ
ンヒータを有し、これによってベースラインの温度制御を提供する。温度分布の微調整を
提供するために、多数の補助ヒータが、ＥＳＣ表面近くに配置される。ＲＦに関連する均
一性を減らすために、すべてのヒータは、同時にＲＦシールドとＲＦ伝達経路として作用
するアルミニウムケージの内部に配置される。こうして、一実施形態では、改善されたＲ
Ｆ均一性及び／又は改善された温度均一性を備えたエッチング処理が達成可能となる。
【００１７】
　特定の一実施形態では、本明細書に記載されるチャックは、以下のうちの１以上を含む
温度均一性要件を達成することができる。（１）ヒータレイアウトのための要件：ＲＦカ
ップリング、工程間におけるプロセス温度勾配は、４ゾーンのヒータ設計によって対処さ
れる。（２）ツールマッチングのための要件：従来のＥＳＣ／シャワーヘッド／端部ＨＷ
における微妙な変化は、局所的な熱い／冷たい点をもたらし、もしもこのチャックでない
ならば、マルチアレイの４５台から最高１６９台の等価ヒータが、ツールからツールへの
温度均一性をマッチングさせるために必要となる。
【００１８】
　一実施形態では、図３に関連して記述されるＥＳＣ３００は、まず金属ベース３２６内
に高出力ヒータ要素又はブースター３２８を設置することによって製造することができる
。その後、下部プレート３３０が、所定の位置に溶接される。その後、誘電体層３２２が
、例えば、プラズマ溶射又はアーク陽極酸化のアプローチによって堆積される。その後、
金属層が、例えば、スクリーン印刷によって形成され、これによって画素化された抵抗ヒ
ータ３１２に電流を送ることができるバスバー配電層３２０を提供する。その後、誘電体
層３１４が堆積され、誘電体層３２４を覆う。その後、ビアホールが誘電体層３１４内に
形成され、バスバー配電層３２０を露出させる。その後、金属堆積が実行され、これによ
ってビアホールを埋め、ビア３１８を形成する。あるいはまた、ビア３１８は、画素化さ
れた抵抗ヒータ３１２を形成すると同時に、埋めることができる。その後、誘電体層３１
０が堆積され、上部金属部３０８の堆積が続く。上部金属部３０８は、金属ベースの端部
を提供するために形成される。その後、誘電体層３０４が形成され、これによって上述し
た層の全てを覆う。オプションで、構造は、誘電体層３０４内へ機械加工され、これによ
ってＥＳＣ３００とのウェハインタフェースを手直しする。
【００１９】
　図４を参照すると、ＥＳＣ部４００は、断面図から示されるように、ウェハ又は基板を
支持するように構成される。ＥＳＣ４００の上部誘電体層又は構造は、例えば、（例えば
、プラズマ溶射によって）堆積された誘電体層（例えば、Ａｌ２Ｏ３）４０２Ａを含むこ
とによって提供することができる。代替的に、又はこれに追加して、誘電体プレート４０
２Ｂ（例えばＡｌ２Ｏ３プレート）を含むことができる。両方のオプションが、図４に示
される。金属ベース４０４（例えばアルミニウム（Ａｌ）ベース）は、誘電体層４０２Ａ
及び／又はや誘電体プレート４０２Ｂの下に含まれる。スロット４０６が、金属ベース４
０４内に含まれ、これによって断熱層を提供することができる。ケーブルヒータ４０８は
、金属ベース４０４内に収容される。金属ベース４０４は、図４に示されるように、冷却
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ベースへの経路を更に含むことができる。
【００２０】
　図５Ａは、断面図から示されるように、プラズマ溶射構成を強調した、本発明の一実施
形態に係るＥＳＣ部５００Ａを示す。ＥＳＣ部５００Ａは、プラズマ溶射誘電体層５０４
を上に配置した金属ベース部５０２（例えばアルミニウムベース）を含む。プラズマ溶射
層は、誘電体材料（例えば、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）、
又は高機能材料（ＨＰＭ）を含むが、これらに限定されない）から構成することができる
。多孔質プラグ５０６は、金属ベース部５０２内に配置され、（例えば、ヘリウム流によ
る）ウェハ又は基板冷却用経路５０８を提供する。経路５０８は、プラズマ溶射誘電体層
５０４を貫通して配置される。
【００２１】
　図５Ｂは、断面図から示されるように、固体セラミックス上部構成を強調した、本発明
の一実施形態に係るＥＳＣ部５００Ｂを示す。ＥＳＣ部５００Ｂは、金属ベース部５５２
（例えばアルミニウムベース）を含む。固体セラミックス上部５５４（例えば、Ａｌ２Ｏ

３プレート）が、金属ベース部５５２の上方に配置される。一実施形態では、固体セラミ
ックス上部５５４は、図５Ｂに示されるように、プラズマ溶射誘電体層５６０の上方に配
置される。プラズマ溶射層５６０は、誘電体材料（例えば、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）、酸
化イットリウム（Ｙ２Ｏ３），又は高機能材料（ＨＰＭ）を含むが、これらに限定されな
い）から構成することができる。その実施形態では、固体セラミックス上部５５４は、接
着層５６２によってプラズマ溶射誘電体層５６０に結合することができる。多孔質プラグ
５５６が、金属ベース部５５２内に配置され、（例えば、ヘリウム流による）ウェハ又は
基板冷却用経路５５８を提供する。経路５５８は、固体セラミックス上部５５４及びもし
も存在するならばプラズマ溶射誘電体層５６０を貫通して配置される。
【００２２】
　一実施形態では、本明細書に記載されるチャックの機械的な態様は、ＥＳＣ自体、追加
の２４～２６のフィルタ用に再設計された陰極アセンブリ、電気的なＲＦフィルタ、補助
ヒータへの送電を含む。一実施形態では、本明細書に記載されるチャックの交換／スイッ
チングロジックの態様は、既存のハードウェアとのインタフェースを含む。一実施形態で
は、本明細書に記載されるチャックのソフトウェアの態様は、Ｉ－４の温度データとのイ
ンタフェース、及び／又は電気サブアセンブリとの通信を含む。一実施形態では、本明細
書に記載されるチャック用のメインヒータは、デュアルゾーンヒータを含む。一実施形態
では、本明細書に記載されるチャック用の出力要件は、補助ヒータによって対処される。
【００２３】
　一実施形態では、本明細書に記載されるチャックのＥＳＣタイプの態様は、クーロン力
の、約９２％のアルミナ構成の、薄いセラミックスの、場合によっては交換可能な／消耗
可能な、接地された、ＲＦ通電のクランプ電極及び／又はプリントＲＦ電極付きの１以上
の冷却プレートを含む。一実施形態では、最大ＲＦ電力の仕様は、最大約２ｋＷ及び約１
３．５６ＭＨｚである。一実施形態では、最大ヘリウム圧の仕様は、約１０トールである
。一実施形態では、ＲＦ電流の制約は、ピンと電極のインタフェースに対して、１つのピ
ン当たり約２０Ａに定量化される。一実施形態では、内部／外部のヒータ抵抗は、およそ
９０Ｃ、１３０Ｃ、２５Ａ、１６０Ｖ、１５０Ｃ（内部）　１３Ａ、１５０Ｖ、１５０Ｃ
（外部）である。
【００２４】
　一実施形態では、本明細書に記載されるチャック用の補助ヒータは、およそ４５台のヒ
ータ、最高１４４～１６９台（１２×１２又は１３×１３構成）を含む。約９２％のアル
ミナ、最小局所的な１Ｃ加熱、最大４℃加熱、及び４５台のヒータでのヒータのための推
定される電力は、ヒータ（４Ｗの高純度）間の６℃デルタに対して約３Ｗである。一実施
形態では、フィードバックは、デュアルゾーンメインヒータに対して２台のセンサを含む
。一実施形態では、ＲＦフィルタリングは、平均１台のヒータ当たり３Ｗに基づき、合計
１６９台のヒータ（～１６８オーム）でＤＣ２９４Ｖ、１．７５Ａである。一例として、
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図６は、本発明の一実施形態に係る電気ブロック図６００である。図６を参照すると、抵
抗補助ヒータの１２×１３構成６０２が、一例として提供される。
【００２５】
　高度なＲＦ及び温度の均一性を備えた静電チャックは、エッチング用のサンプルの近く
でエッチングプラズマを提供するのに適した処理装置内に含むことができる。例えば、図
７は、本発明の一実施形態に係る、高度なＲＦ及び温度の均一性を備えた静電チャックを
内部に収容することができるシステムを示す。
【００２６】
　図７を参照すると、プラズマエッチングプロセスを実行するためのシステム７００は、
サンプルホルダー７０４を備えたチャンバ７０２を含む。排気装置７０６、ガス入口装置
７０８、及びプラズマ点火装置７１０が、チャンバ７０２に結合される。コンピューティ
ングデバイス７１２は、プラズマ点火装置７１０に結合される。システム７００は、サン
プルホルダー７０４に結合された電圧源７１４と、チャンバ７０２に結合された検出器７
１６を更に含むことができる。コンピューティングデバイス７１２は、図７に示されるよ
うに、排気装置７０６、ガス入口装置７０８、電圧源７１４、及び検出器７１６にも結合
することができる。
【００２７】
　チャンバ７０２とサンプルホルダー７０４は、イオン化されたガス（すなわち、プラズ
マ）を含み、そこから排出されたイオン化ガス又は荷電種の近くにサンプルをもたらすの
に適した反応チャンバ及びサンプル位置決め装置を含むことができる。排気装置７０６は
、チャンバ７０２を排気し、減圧させるのに適した装置であることができる。ガス入口装
置７０８は、チャンバ７０２内に反応ガスを注入するのに適した装置であることができる
。プラズマ点火装置７１０は、ガス入口装置７０８によってチャンバ７０２内に注入され
た反応ガス由来のプラズマを点火するのに適した装置であることができる。検出装置７１
６は、処理操作の終点を検出するのに適した装置であることができる。一実施形態では、
システム７００は、アプライドマテリアルズ（商標名）ＡｄｖａｎｔＥｄｇｅシステム上
で使用されるＣｏｎｄｕｃｔｏｒエッチングチャンバ又は関連チャンバと類似又は同じ、
チャンバ７０２、サンプルホルダー７０４、排気装置７０６、ガス入口装置７０８、プラ
ズマ点火装置７１０、及び検出器７１６を含む。
【００２８】
　本発明の実施形態は、本発明に係るプロセスを実行するように、コンピュータシステム
（又は他の電子デバイス）をプログラミングするために使用することができる命令を内部
に格納したマシン可読媒体を含むことができる、コンピュータプログラム製品、又はソフ
トウェアとして提供することができる。マシン可読媒体は、マシン（例えば、コンピュー
タ）によって読み取り可能な形式で情報を記憶又は伝送する任意の機構を含む。例えば、
マシン可読（例えば、コンピュータ可読）媒体は、マシン（例えば、コンピュータ）で読
み取り可能な記憶媒体（例えば、リードオンリーメモリ（「ＲＯＭ」）、ランダムアクセ
スメモリ（「ＲＡＭ」）、磁気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリデバイ
ス等）、マシン（例えば、コンピュータ）で読み取り可能な伝送媒体（電気的、光学的、
音響的又はその他の形態の伝搬信号（例えば、赤外線信号、デジタル信号等））等を含む
。
【００２９】
　図８は、本明細書に記載される任意の１以上の方法をマシンに実行させるための命令セ
ットを内部で実行することができるコンピュータシステム８００の例示的な形態における
マシンの図表示を示す。代替の実施形態では、マシンは、ローカルエリアネットワーク（
ＬＡＮ）、イントラネット、エクストラネット、又はインターネット内で他のマシンに接
続（例えば、ネットワーク接続）することができる。マシンは、クライアント－サーバネ
ットワーク環境におけるサーバ又はクライアントマシンの機能で、又はピアツーピア（又
は分散）ネットワーク環境におけるピアマシンとして動作することができる。マシンは、
パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、タブレットＰＣ、セットトップボックス（ＳＴＢ）、
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パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、携帯電話、ウェブアプライアンス、サーバ
、ネットワークルータ、スイッチ又はブリッジ、又はそのマシンによって取られる動作を
特定する命令のセット（シーケンシャル又はそれ以外）を実行することができる任意のマ
シンであることができる。更に、単一のマシンのみが示されているが、用語「マシン」は
また、本明細書内で議論された任意の１以上の方法を実行する命令のセット（又は複数の
セット）を個々に又は共同で実行するマシン（例えば、コンピュータ）の任意の集合を含
むと解釈すべきである。一実施形態では、コンピュータシステム８００は、図７に関連し
て説明されたコンピューティングデバイス７１２として使用するのに適している。
【００３０】
　例示的なコンピュータシステム８００は、プロセッサ８０２、メインメモリ８０４（例
えば、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ダイナミックランダムアク
セスメモリ（ＤＲＡＭ）（例えば、シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）又はラムバスＤ
ＲＡＭ（ＲＤＲＡＭ）など）、スタティックメモリ８０６（例えば、フラッシュメモリ、
スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）など）、及び二次メモリ８１８（例え
ば、データ記憶装置）を含み、これらはバス８３０を介して互いに通信する。
【００３１】
　プロセッサ８０２は、１以上の汎用処理装置（例えば、マイクロプロセッサ、中央処理
装置など）を表す。より具体的には、プロセッサ８０２は、複合命令セットコンピューテ
ィング（ＣＩＳＣ）マイクロプロセッサ、縮小命令セットコンピューティング（ＲＩＳＣ
）マイクロプロセッサ、超長命令語（ＶＬＩＷ）マイクロプロセッサ、他の命令セットを
実行するプロセッサ、又は命令セットの組み合わせを実行するプロセッサであることがで
きる。プロセッサ８０２は、１以上の特殊目的処理装置（例えば、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、デジタル信号プロ
セッサ（ＤＳＰ）、ネットワークプロセッサなど）であることも可能である。プロセッサ
８０２は、本明細書で議論された操作を実行するための処理ロジック８２６を実行するよ
うに構成される。
【００３２】
　コンピュータシステム８００は更に、ネットワークインタフェースデバイス８０８を含
むことができる。コンピュータシステム８００は、ビデオディスプレイユニット８１０　
（例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、又は陰極線管（ＣＲＴ））、英数字入力装置８
１２（例えば、キーボード）、カーソル制御装置８１４（例えば、マウス）、及び信号生
成装置８１６（例えば、スピーカ）を含むこともできる。
【００３３】
　二次メモリ８１８は、本明細書に記載の１以上の方法又は機能の何れかを具現化する１
以上の命令セット（例えば、ソフトウェア８２２）を格納するマシンアクセス可能な記憶
媒体（又は、より具体的には、コンピュータ可読記憶媒体）８３１を含むことができる。
ソフトウェア８２２はまた、コンピュータシステム８００、メインメモリ８０４及びプロ
セッサ８０２（これらもまたマシン可読記憶媒体を構成している）によるその実行中に、
メインメモリ８０４内及び／又はプロセッサ８０２内に、完全に又は少なくとも部分的に
常駐することもできる。ソフトウェア８２２は更に、ネットワークインタフェースデバイ
ス８０８を介してネットワーク８２０上で送信又は受信されることができる。
【００３４】
　マシンアクセス可能な記憶媒体８３１は、例示的な一実施形態では単一の媒体であるこ
とが示されているが、用語「マシン可読記憶媒体」は、１以上の命令セットを格納する単
一の媒体又は複数の媒体（例えば、集中型又は分散型データベース、及び／又は関連する
キャッシュ及びサーバ）を含むように解釈されるべきである。用語「マシン可読記憶媒体
」はまた、マシンによる実行用命令セットを格納又はエンコードすることができ、本発明
の１以上の方法の何れかをマシンに実行させる任意の媒体を含むようにも解釈されるべき
である。したがって、用語「マシン可読記憶媒体」は、固体メモリ、光・磁気メディアを
含むが、これらに限定されないように解釈されるべきである。



(10) JP 5938140 B2 2016.6.22

10

【００３５】
　このように、高度なＲＦ及び温度の均一性を備えた静電チャックと、そのような静電チ
ャックを製造する方法が開示された。一実施形態では、高度なＲＦ及び温度の均一性を備
えた静電チャック（ＥＳＣ）は、上部誘電体層を含む。上部金属部が、上部誘電体層の下
方に配置される。第２誘電体層が、複数の画素化された抵抗ヒータの上方に配置され、上
部金属部によって部分的に囲まれる。第３誘電体層が、第２誘電体層の下方に配置され、
第３誘電体層と第２誘電体層の間には境界線を有する。複数のビアが、第３誘電体層内に
配置される。バスバー配電（バスパワーバー分配）層が、複数のビアの下方に配置され、
複数のビアに結合される。複数のビアは、複数の画素化された抵抗ヒータをバスバー配電
層に電気的に結合する。第４誘電体層が、バスバー配電層の下方に配置され、第４誘電体
層と第３誘電体層の間には境界線を有する。金属ベースが、第４誘電体層の下方に配置さ
れる。金属ベースは、内部に収容された複数の高出力ヒータ要素を含む。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】
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【図７】 【図８】
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